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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成21年9月10日(2009.9.10)

【公開番号】特開2005-152660(P2005-152660A)
【公開日】平成17年6月16日(2005.6.16)
【年通号数】公開・登録公報2005-023
【出願番号】特願2004-344989(P2004-344989)
【国際特許分類】
   Ａ６３Ｆ   5/04     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６３Ｆ   5/04    ５１２Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成21年7月28日(2009.7.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液晶パネルと、前記液晶パネルの背面側に設けられ前記液晶パネル用の光を出射する照
明手段から出射される光を前記液晶パネルへ導く光偏向パターンが施された導光板と、を
有する液晶表示装置と、
　前記液晶表示装置の背面側に配置され、複数の識別情報が配列されたリールを複数個並
設した変動表示装置とを備え、
　前記導光板の前記リールと対向する部位は、前記リールからの光が透過する光透過領域
であり、前記導光板における前記リールと対向する部位には、前記導光板を貫通する切り
抜き又は前記リールに面した側から凹部が形成され、前記切り抜き又は前記凹部の端面形
状は、前記照明手段からの光を出射するための光散乱形状であり、
　前記導光板には、前記光透過領域の周辺に第１の光偏向パターンが形成され、該第１の
光偏向パターンよりも前記光透過領域から離れた部分に第２の光偏向パターンが形成され
、
　前記第１の光偏向パターンは前記第２の光偏向パターンよりも密である、
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記液晶表示装置は、前記液晶パネルと前記導光板との間に、前記リールが対向する部
位を光が透過する領域とする光拡散手段を有し、
　前記光拡散手段の光を透過する領域を通して視認し得る前記導光板の部分に、前記第１
の光偏向パターンが形成されている、
　ことを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明の第１の特徴は、例えば、図３及び図４に示すよう
に、液晶パネル１７３と、液晶パネル１７３の背面側に設けられ液晶パネル１７３用の照
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明手段１７６ａ、１７６ｂから出射される光を液晶パネル１７３へ導く光偏向パターン（
例えば、後述の第１の光偏向パターン、第２の光偏向パターン）が施された導光板１７４
と、を有する液晶表示装置２７と、液晶表示装置２７の背面側に配置され、複数の識別情
報（例えば、図柄）が配列されたリール３Ｌ、３Ｃ、３Ｒを複数個並設した変動表示装置
とを備え、導光板１７４のリール３Ｌ、３Ｃ、３Ｒが対向する部位（例えば、導光板１７
４のリール窓部）４０Ｌ、４０Ｃ、４０Ｒは、リール３Ｌ、３Ｃ、３Ｒからの光が透過す
る光透過領域であり、導光板１７４におけるリール３Ｌ、３Ｃ、３Ｒと対向する部位４０
Ｌ、４０Ｃ、４０Ｒには、導光板１７４を貫通する切り抜き又はリール３Ｌ、３Ｃ、３Ｒ
に面した側から凹部が形成され、前記切り抜き又は前記凹部の端面形状は、照明手段１７
６ａ、１７６ｂからの光を出射するための光散乱形状であり、導光板１７４には、前記光
透過領域の周辺に第１の光偏向パターン（例えば、第１の光偏向パターンとしての加工面
１７４ｅ）が形成され、第１の光偏向パターン１７４ｅよりも前記光透過領域から離れた
部分に第２の光偏向パターン（例えば、第２の光偏向パターンとしての加工面１７４ｄ）
が形成され、第１の光偏向パターン１７４ｅは第２の光偏向パターン１７４ｄよりも密で
ある（例えば、加工面１７４ｅは、加工面１７４ｄよりも微細に加工されている）ことを
要旨とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　また、本発明の第２の特徴は、本発明の第１の特徴において、液晶表示装置２７は、液
晶パネル１７３と導光板１７４との間に、リール３Ｌ、３Ｃ、３Ｒが対向する部位（例え
ば、拡散シート１７８におけるリール窓部４０Ｌ、４０Ｃ、４０Ｒに対応する部分が切り
抜かれた部位）を光が透過する領域とする光拡散手段１７８（例えば、光拡散シート１７
８）を有し、光拡散手段１７８の光を透過する領域を通して視認し得る導光板１７４の部
分（例えば、導光板１７４のリール窓部の周辺の部分）に、第１の光偏向パターン１７４
ｅが形成されていてもよい。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正８】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７７
【補正方法】削除
【補正の内容】
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